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本目

公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令の一部改正について

　健保の診療報酬改定及び療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関す

る費用の請求に関する省令の一部改正に伴い「公害医療機関の診療報酬の

請求に関する省令（昭和49年総理府令第64号）」の一部が平成18年環境省令

第16号で改正され、公布の目から施行されましたのでご連絡申し上げます。

　なお、改正前の様式は当分の間使用できます。

　今般の改正の主な内容は下記のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　記

1．公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令（昭和49年総理府令第64

　　号）の第1項（文言整理）

　　　「訪問看護ステーション」⇒「訪問看護ステーション等」

2．公害診療報酬明細書（入院）様式第2号（1）

　　　　「⑬指導」　⇒　「⑬医学管理」

　　公害診療報酬明細書（入院外）様式第2号（2）

　　　　「⑬指導」　⇒　　「⑬医学管理」

（添付資料）

1．官報〔平18．4．27　第4327号〕

　　　公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令の一部を改正する省令

　　　（平18．4．27環境省令第16号）

2．公害診療報酬明細書　様式第2号（1）、様式第2号（2）、様式第6号
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目

次

〔
府
令
・
省
令
〕

O
環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定

　
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動

　
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
る
環
境
報
告
書
の
作
成
及
び
公

　
表
の
方
法
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正

　
す
る
命
令

　
（
内
閣
府
・
総
務
・
財
務
・
文
部
科
学
・

　
厚
生
労
働
・
農
林
水
産
・
経
済
産
業
・
国

　
土
交
通
・
環
境
一
）

〔
省

令
〕

○
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

　
令
（
総
務
七
七
）

○
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

　
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
等
に
関
す
る
省

　
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
総
務
・
法
務
・
経
済
産
業
二
）

○
日
本
工
業
規
格
へ
の
適
合
性
の
認
証
に
関

　
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
厚
生
労
働
・
農
林
水
産
・
経
済
産
業
・

　
国
土
交
通
三
）

○
輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行

　
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
　
（
農
林
水
産
四
〇
）

二二

○

O
日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社
法
施
行

　
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
経
済
産
業
四
七
）

O
環
境
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二

　
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関

　
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定

　
事
業
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

　
省
令
（
環
境
一
五
）

○
公
害
医
療
機
関
の
診
療
報
酬
の
請
求
に
関

　
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
　
（
同
一
六
）

〔
告

示
〕

○
広
告
に
お
い
て
く
じ
の
方
法
等
に
よ
る
経

　
済
上
の
利
益
の
提
供
を
申
し
出
る
場
合
の

　
不
公
正
な
取
引
方
法
を
廃
止
す
る
件

　
（
公
正
取
引
委
九
）

○
保
険
業
法
第
二
百
六
十
五
条
の
四
十
三
第

　
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
保
険
契
約
者
保
護

　
機
構
が
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証

　
券
及
び
預
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
融

　
機
関
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る

　
件
（
金
融
庁
・
財
務
三
）

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お

　
け
る
候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
の
手

　
続
に
つ
い
て
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件

　
　
（
総
務
二
六
八
）

○
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お

　
け
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
選
定
の
手
続

　
に
つ
い
て
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件

　
　
（
同
二
六
九
）

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

　
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た

　
の
で
公
表
す
る
件
（
同
二
七
〇
）

○
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お

　
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
、

　
略
称
等
に
つ
い
て
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た

　
件
（
中
央
選
挙
管
理
会
四
）

［
＞

○

　
○
除
籍
が
滅
失
し
た
件
（
法
務
二
二
二
）

　
O
不
動
産
登
記
規
則
第
五
十
一
条
第
二
項
の

　
　
規
定
に
よ
る
登
記
所
の
指
定
に
関
す
る
件

　
　
　
（
同
二
二
三
）

　
O
国
債
の
金
利
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
関
す
る
省

　
　
令
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財

　
　
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ

　
　
る
者
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
　
　
（
財
務
一
八
八
）

　
○
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
第
六
条
第

　
　
　
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
す
る
利
付
国

　
　
債
の
発
行
条
件
等
を
告
示
（
同
一
八
九
）

　
O
住
宅
金
融
公
庫
法
第
二
十
七
条
の
二
第
三

　
　
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
が
定
め

　
　
る
債
務
及
び
当
該
債
務
の
償
還
期
限
を
定

　
　
め
た
件
（
財
務
・
国
土
交
通
二
）

　
O
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可

　
　
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
総
ト

　
　
ン
数
別
の
隻
数
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認

　
　
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
定
め
た
件

　
　
　
（
農
林
水
産
六
五
六
）

　
O
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

　
　
　
（
同
六
五
七
、
六
五
八
）

　
○
旅
行
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
研
修
機

　
　
関
の
登
録
を
し
た
件
（
国
土
交
通
六
〇
〇
）

　
○
公
害
医
療
機
関
の
療
養
に
関
す
る
規
程
の

　
　
　
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
環
境
八
六
）

　
○
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

　
　
　
の
規
定
に
よ
る
診
療
報
酬
の
額
の
算
定
方

　
　
　
法
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
同
八
七
）

　
　
○
道
路
に
関
す
る
件

　
　
　
（
関
東
地
方
整
備
局
二
九
三
、
二
九
四
）

　
　
○
道
路
に
関
す
る
件

　
　
　
（
中
国
地
方
整
備
局
五
五
、
五
六
）

八 六七九

九一〇
二

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣
　
内
閣
府
　
法
務
省
　
財
務
省

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

　
　
　
　
官
庁
事
項

平
成
十
八
年
度
の
溯
河
魚
類
の
う
ち
さ
け
及

び
ま
す
の
個
体
群
の
維
持
の
た
め
に
独
立
行

政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す

べ
き
人
工
ふ
化
放
流
に
関
す
る
計
画

（
農
林
水
産
省
）

〔
資

閣
議
決
定
等
事
項

〔
公

料
〕

告
〕

諸
事
項

官
庁

　
所
得
税
法
第
一
八
○
条
の
規
定
に
該
当
し

　
な
く
な
っ
た
外
国
法
人
関
係

裁
判
所

　
相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

　
破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

　
警
察
共
済
組
合
役
員
の
就
・
退
職
、
社
会

　
保
険
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更
関

　
係

会
社
そ
の
他

二三三三一三西西二九
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（
株
式
交
換
に
際
し
て
の
社
債
の
発
行
の
認
可
の
申

　
請
）

第
四
条
の
三
　
会
社
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
り
株
式
交
換
に
際
し
て
の
社
債
の
発
行
の
認
可
を
受
け

　
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

　
申
請
書
に
株
式
交
換
に
際
し
て
の
社
債
の
発
行
に
関
す

　
る
取
締
役
会
又
は
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
を
添
え

　
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
株
式
交
換
完
全
子
会
社
の
商
号
及
ぴ
住
所

　
二
　
株
式
交
換
に
際
し
て
発
行
し
よ
う
と
す
る
社
債
の

　
　
種
類
及
び
種
類
ご
と
の
各
社
債
の
金
額
の
合
計
額
又

　
　
は
そ
の
算
定
方
法

　
三
　
株
式
交
換
完
全
子
会
社
の
株
主
に
対
す
る
社
債
の

　
　
割
当
て
に
関
す
る
事
項

　
四
　
株
式
交
換
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日

　
五
　
株
式
交
換
に
際
し
て
社
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る

　
　
理
由

　
　
（
株
式
交
換
に
際
し
て
の
新
株
予
約
権
の
発
行
の
認
可

　
の
申
請
）

第
四
条
の
四
　
会
社
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
り
株
式
交
換
に
際
し
て
の
新
株
予
約
権
の
発
行
の
認
可

　
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た

　
申
請
書
に
株
式
交
換
に
際
し
て
の
新
株
予
約
権
の
発
行

　
に
関
す
る
取
締
役
会
又
は
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し

　
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
　
一
　
株
式
交
換
完
全
子
会
社
の
商
号
及
び
住
所

　
約
権
の
内
容
及
び
数
又
は
そ
の
算
定
方
法

　
約
権
が
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
る
場
合
に
は
、
新
株
予
約
権
付
社
債
の
種
類
及
び
種

　
類
ご
と
の
各
新
株
予
約
権
付
社
債
の
金
額
の
合
計
額

　
又
は
そ
の
算
定
方
法

　
約
権
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

　
株
予
約
権
の
新
株
予
約
権
者
に
対
し
て
当
該
新
株
予

　
約
権
に
代
わ
る
会
社
の
新
株
予
約
権
を
交
付
す
る
と

　
き
は
、
当
該
新
株
予
約
権
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る

　
事
項

　
イ
　
会
社
の
新
株
予
約
権
の
交
付
を
受
け
る
株
式
交

　
　
換
完
全
子
会
社
の
新
株
予
約
権
の
新
株
予
約
権
者

　
　
の
有
す
る
新
株
予
約
権
（
以
下
「
株
式
交
換
契
約

　
　
新
株
予
約
権
」
と
い
う
。
）
の
内
容

二
　
株
式
交
換
に
際
し
て
発
行
し
よ
う
と
す
る
新
株
予

三
　
株
式
交
換
に
際
し
て
発
行
し
よ
う
と
す
る
新
株
予

四
　
株
式
交
換
完
全
子
会
社
の
株
主
に
対
す
る
新
株
予

五
　
株
式
交
換
に
際
し
て
株
式
交
換
完
全
子
会
社
の
新

　
　
ロ
　
株
式
交
換
契
約
新
株
予
約
権
の
新
株
予
約
権
者

　
　
に
対
し
て
交
付
す
る
会
社
の
新
株
予
約
権
の
内
容

　
　
及
び
数
又
は
そ
の
算
定
方
法

　
　
ハ
　
株
式
交
換
契
約
新
株
予
約
権
が
新
株
予
約
権
付

　
　
社
債
に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
で
あ
る
と
き
は
、

　
　
会
社
が
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社

　
　
債
に
係
る
債
務
を
承
継
す
る
旨
並
び
に
そ
の
承
継

　
　
　
に
係
る
社
債
の
種
類
及
び
種
類
ご
と
の
各
社
債
の

　
　
　
金
額
の
合
計
額
又
は
そ
の
算
定
方
法

　
六
　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
株
式
交
換
契
約
新

　
　
株
予
約
権
の
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
同
号
の
会
社

　
　
の
新
株
予
約
権
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

　
七
　
株
式
交
換
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日

　
八
　
株
式
交
換
に
際
し
て
新
株
予
約
権
を
発
行
し
よ
う

　
　
と
す
る
理
由

　
（
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
式
を
発
行
し
た
旨
の

　
届
出
）
　
　
　
，
．

第
四
条
の
五
　
会
社
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

　
り
株
式
を
発
行
し
た
旨
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き

　
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
経
済
産

　
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
新
株
予
約
権
に
つ
き
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可

　
　
を
受
け
た
日

　
二
　
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
発
行
し
た
株
式
の
種

　
　
類
及
び
数

　
三
　
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
込
み
を
さ
れ
た

　
　
金
額

　
四
　
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
式
を
発
行
し
た
日

　
第
八
条
中
「
帳
簿
価
格
」
を
「
帳
簿
価
額
」
に
改
め
る
。

　
第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
利
益
の
処
分
の
決
議
」
を
「
剰

余
金
の
配
当
そ
の
他
の
剰
余
金
の
処
分
の
決
議
」
に
改
め
、

同
条
中
「
利
益
の
処
分
の
決
議
」
を
「
剰
余
金
の
配
当
そ

の
他
の
剰
余
金
の
処
分
（
損
失
の
処
理
を
除
く
。
）
の
決
議
」

に
、
「
利
益
の
総
額
」
を
「
剰
余
金
の
総
額
」
に
、
「
そ
の
処

分
」
を
「
剰
余
金
の
配
当
そ
の
他
の
剰
余
金
の
処
分
」
に
、

　
「
利
益
の
処
分
に
関
す
る
」
を
「
剰
余
金
の
配
当
そ
の
他

の
剰
余
金
の
処
分
に
関
す
る
」
に
改
め
る
。

　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
」
の
下
に
「
分
割
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
承
継
す
る
法
人
」

の
下
に
「
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
合
併
契
約
書
」
を
「
合
併
契
約
」

に
、
「
分
割
計
画
書
」
を
「
新
設
分
割
計
画
」
に
、
「
分
割
契

約
書
の
写
し
」
を
「
吸
収
分
割
契
約
に
お
い
て
定
め
た
事

項
を
記
載
し
た
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
合
併

契
約
書
」
を
「
合
併
契
約
の
締
結
」
に
、
「
分
割
計
画
書
」

を
「
新
設
分
割
計
画
の
作
成
」
に
、
「
分
割
契
約
書
の
作
成
」

を
「
吸
収
分
割
契
約
の
締
結
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
承
継
す
る
法
人
」
の
下
に
「
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
設

立
す
る
法
人
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

O
環
境
省
令
第
十
五
号

　
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十

九
号
）
第
二
条
第
三
項
、
第
四
条
第
九
項
及
び
第
十
項
並

び
に
別
表
第
二
十
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
省
関
係

構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令

の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事

業
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
境
大
臣
　
小
池
百
合
子

　
　
　
環
境
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三

　
　
　
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び

　
　
　
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
の

　
　
　
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
環
境
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を

受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
環
境
省

令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
を
第
二
条
と
し
、
同

条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
運
搬
用

　
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
特

　
例
）

第
一
条
地
方
公
共
団
体
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平

　
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

　
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。

　
以
下
同
じ
。
）
が
、
人
の
健
康
の
保
持
又
は
生
活
環
境
の

　
保
全
上
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
設
定
す

　
る
構
造
改
革
特
別
区
域
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

O
環
境
省
令
第
十
六
号

　
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

る
構
造
改
革
特
別
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
お

い
て
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
収
集
又
は
運
搬
に
当

た
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
運
搬
用
パ

イ
プ
ラ
イ
ン
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
法
第

四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定

　
（
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と

き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
認
定
に
係
る
運

搬
用
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
用
い
る
場
合
は
、
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年

政
令
第
三
百
号
）
第
四
条
の
二
第
一
号
ハ
た
だ
し
書
の

環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
と
み
な
す
。

　
一
　
異
な
る
種
類
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
が
混
合
し

　
　
な
い
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、

　
　
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る

　
　
こ
と
。

　
三
　
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十

　
　
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定

　
　
す
る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
計
画
の
対
象
区
域

　
　
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
別
表
中
「
第
二
条
関
係
」
を
「
第
三
条
関
係
」
に
改
め
、

同
表
の
網
又
は
わ
な
を
指
定
し
て
の
狩
猟
免
許
取
得
の
容

認
事
業
の
項
中
「
第
一
条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同

項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
に
　
第
一
条

　
係
る
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
使
用
の
特
例

　
事
業

　
別
記
様
式
中
「
誤
H
か
満
①
畑
圏
索
」
を
「
蓄
N
冷
諮

①
畑
圏
索
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公

害
医
療
機
関
の
診
療
報
酬
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
境
大
臣
　
小
池
百
合
子

　
　
　
公
害
医
療
機
関
の
診
療
報
酬
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
公
害
医
療
機
関
の
診
療
報
酬
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
九
年
総
理
府
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
項
中
「
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
「
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
二
号
（
一
）
中
「
㊧
猷
彰
」
を
「
㊧
園
純
噸
醸
」
に
、



8第4327号
幸
長官木曜日

一

価 簿⑬

麟
構

≧
！

z日二日ユヨ

×　×　×

摯

ロコ　ロコロコ

藍藍醒

㊥

二日 ：日：日二日

田回回
囲

王に日コヨ

に

改
め
る

一
を

一

畑 矯⑬

矯蒸鰍
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摯

㊥
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「
㊧
　
　
　
「
⑬

様
式
第
二
号
（
二
）
中
　
猷
　
を
　
園
嘘
　
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僻
」
　
　
糠
醸
」

様
式
第
四
号
中
「
猷
彰
葦
」
を
「
粗
糠
畷
幅
糞
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
「

様
式
第
六
号
中

平成18年4月27日
酬ヨヨ蝉田田　コ田i
鱗　　回
盲××群××　××
城　　囲

端
脳
雲
’
帽
極
熱
蕗

瀟
鉾
沖

田
　
×
　
　
　
ロ

コ
　
×
　
　
　
田

田
　
×
　
　
　
田

田
　
×
　
　
　
田

蝉
同
盟
囲
言
繊

ヨ
　
×

口］田田

恥
＋

灘㊧針黙黙

㊤
　
｛
知
濡
雪
’
端
脳
雪
ノ
醸
極
爵
蕗

　
　
叶
’
畜
淋
識
藍
汁

　
　
　
　
　
田
　
×
　
　
　
　
ロ

　
　
　
　
　
コ
　
×
　
　
　
　
m
一

㊨
　
蘇
蝋
脳
書

　
　
　
　
　
ヨ
　
×
　
　
　
　
m

　
　
　
　
　
ヨ
　
×
　
　
　
　
m
’

㊧
醤
漸
囎
硲
輝
国
群
調
書
楓

　
　
　
　
　
ヨ
　
×
　
　
　
　
□

㊧
　
解
団
享

　
　
　
　
　
ヨ
　
×
　
　
　
　
□

　
　
　
　
　
田
　
×
　
　
　
　
ロ

　
　
　
　
　
ヨ
　
×
　
　
　
　
□

、
ヲ

ロ肌口

÷

ユヨ：ヨ：日：日田＝日ユヨ正1

O

四
一

を

一

膳㊧耕期嚇

㊤
　
発
露
。
か
引

　
　
昨
’
需
糠

⑭
　
講
酬
醐
π
恥
創

㊧
　
黎
激
婚
藤

㊧
　
讃
ゆ
群
可

コヨ＝日二日：ヨ二日コヨコ

e

、」

|

固
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

1
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、

　
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

m
1
1
1
1

告

示
田
I
I
I
I

O
公
正
取
引
委
員
会
告
示
第
九
号

　
広
告
に
お
い
て
く
じ
の
方
法
等
に
よ
る
経
済
上
の
利
益

の
提
供
を
申
し
出
る
場
合
の
不
公
正
な
取
引
方
法
（
昭
和

四
十
六
年
公
正
取
引
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
　
竹
島
　
一
彦

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

・
鴇
翫
告
示
第
三
号

　
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
及
び
会
社

法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並

び
に
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
六

十
五
条
の
四
十
三
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
険
契
約

者
保
護
機
構
が
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
及
び

預
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
融
機
関
を
指
定
す
る
件

　
（
平
成
十
年
大
蔵
省
告
示
第
五
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
庁
長
官
　
五
味
　
廣
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
務
大
臣
　
谷
垣
　
禎
一

〇
総
務
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号

当
分
の
間
こ
れ

第
一
号
口
及
ぴ
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ
　
政
府
保
証
債
（
そ
の
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支

　
払
に
つ
い
て
政
府
が
保
証
す
る
債
券
を
い
う
。
）

ハ
　
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三

　
号
）
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
る
農
林
債
、
商
工
組
合

　
中
央
金
庫
法
（
昭
和
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三

　
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
商
工
債
、
長
期
信
用
銀
行
法

　
　
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
八
条
の

　
　
規
定
に
よ
る
長
期
信
用
銀
行
債
及
び
信
用
金
庫
法

　
　
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
五
十

　
　
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
全
国
連
合
会
債

第
一
号
中
へ
を
ト
と
し
、
ホ
を
へ
と
し
、
二
を
ホ
と
し
、

ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
二
　
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭

　
　
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
（
同

　
　
法
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
　
含
む
．
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
社
債
（
会
社
法
の
施
行

　
　
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

　
　
十
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
の
規
定

　
　
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関

　
　
す
る
法
律
第
十
七
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
四

　
　
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
債
券
を
含
む
。
）

　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
平
成
八
年
自
治
省
告
示
第
二
百
二
十
号
の
候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の

選
定
の
手
続
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
八
十
六
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

異
動
の
届
出
　
　
異
動
の
届
出
政
党
そ
の

年
月
日
　
　
　
他
の
政
治
団
体
の
名
称

　
　
　
　
　
　
　
み
ん
し
ゅ
と
う

平
成
十
八
年
四
　
民
主
党

月
十
日

O
総
務
省
告
示
第
二
百
六
十
九
号

同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

異
動
事
項

新

代
表
者
の
氏
名
　
小
沢
　
一
郎

告
示
す
る
。

　
　
　
総
務
大
臣

竹
中
　
平
蔵

1
日

前
原
　
誠
司

　
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
平
成
八
年
自
治
省
告
示
第
二
百
二
十
一
号
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の

選
定
の
手
続
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
八
十
六
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

異
動
の
届
出
　
異
動
の
届
出
政
党
そ
の

年
月
日
　
　
　
他
の
政
治
団
体
の
名
称

　
　
　
　
　
　
　
み
ん
し
ゅ
と
う

平
成
十
八
年
四
　
民
主
党

月
十
日

同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

異
動
事
項

新

代
表
者
の
氏
名
　
小
沢
　
一
郎

告
示
す
る
。

　
　
　
総
務
大
臣

竹
中
　
．
平
蔵

1
日

前
原
　
誠
司
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平成18年4月27日11
○
環
境
省
告
示
第
八
十
六
号

　
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
害
医
療
機
関
の
療
養
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

四
十
九
年
八
月
環
境
庁
告
示
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
適

用
す
る
。

　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
境
大
臣
　
小
池
百
合
子

　
第
五
条
中
「
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
十

六
条
第
一
号
」
を
「
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五

年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
六
十
九
条
」
に
改
め
る
。

　
第
七
条
中
「
又
は
調
剤
録
」
を
「
、
調
剤
録
又
は
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
の
記
録
」
に
、
「
又
は
薬
剤
師
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
十
六
条
各
号
」
を

「、

�
ﾜ
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

五
号
）
第
十
六
条
各
号
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、

施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一

年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
第
九
条
第
二
項
、
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

○
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百
九
十
三
号

　
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、

　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

目
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
第
十
条
第
二
項
、

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）

第
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
又
は

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
第
七
十
四
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

○
環
境
省
告
示
第
八
十
七
号

　
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

診
療
報
酬
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
四
年
五
月
環
境
庁
告

示
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

八
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
，
．
　
　
　
環
境
大
臣
　
小
池
百
合
子

　
第
三
号
中
「
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
「
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
」
に
改
め
る
。

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
東
地
方
整
備
局
長

路
　
線
　
名
　
五
十
号

道
路
の
区
域

　
区

間

変
更
前

後
別

門
松
　
　
武

小
山
市
大
字
下
国
府
塚
字
石
田
五
一
番
一
地
内
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後

図
　
図
面
縦
覧
場
所
　
関
東
地
方
整
備
局
及
び
同
局
宇
都
宮
国
道
事
務
所

O
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百
九
十
四
号

　
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
東
地
方
整
備
局
長
　
門
松

　
路
線
名
　
　
　
供
　
用
　
開
　
始
　
の
　
区
　
間
　
　
　

図
面
縦

五
　
十
　
　
号
　
小
山
市
大
字
下
国
府
塚
字
石
田
二
四
番
一
か
ら
同
市
大
字
下
国
府

　
　
　
　
　
　
　
塚
字
石
田
五
一
番
一
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
宮
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

O
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
五
十
五
号

　
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
国
地
方
整
備
局
長
　
甲
村

　
敷
　
地
　
の
　
幅
　
員

　
　
　
　
　
　
　
メ
ー
ト
ル

三
八
・
五
〇
～
四
〇
・
五
〇

四
〇
・
五
〇
～
四
〇
・
五
〇

延
　
　
長

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

○
・
○
八
二

〇
・
○
八
二

第
十
八
条
第
二
項
の

　
　
　
　
　
　
　
　
武

　
　
　
　
　
　
覧
場
所

関
東
地
方
整
備
局
及
び
同
局
宇

第
十
八
条
第
一
項
の

謙
友

（ヨ（二）（→

道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

路
　
線
　
名
　
二
号

道
路
の
区
域

　
区

間

宇
部
市
大
字
車
地
字
八
反
田
六
一
番
一
か
ら
同
市
大
字
木
田

字
森
添
四
二
一
番
三
ま
で

四
　
図
面
縦
覧
場
所

O
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
五
十
六
号

　
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、

　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

　
路
線
名
　
　
　
供
　
用
　
開
　
始
　
の

二
　
　
　
　
号

　
　
　
　
　
　
　
添
四
二
一
番
三
ま
で

供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日

　　　後変
後前　別更
　　　　前

　　　敷

　　　地

　　　の

五一　　幅
．　．メ

一斗員
七七ル

○○キ延
の　　ロ

○○メ
」＿ム1

宅犠長

中
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
山
口
河
川
国
道
事
務
所

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

宇
部
市
大
字
車
地
字
八
反
田
六
一
番

…
国
会
事
項
…

　
　
　
　
　
　
　
中
国
地
方
整
備
局
長
　
甲
村
　
謙
友

　
　
　
区
間
　

図
面
縦
覧
場
所

一
か
ら
同
市
大
字
木
田
字
森
　
中
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
河
川
国
道
事
務
所

　
　
　
衆
　
議
　
院

議
員
当
選
報
告
書
受
領

　
四
月
二
十
五
日
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
河
野
議
長

宛
、
次
の
報
告
書
を
受
領
し
た
。

内
閣
総
第
五
一
号

　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
　
小
泉
純
一
郎

　
　
衆
議
院
議
長
　
河
野
　
洋
平
殿

　
　
　
衆
議
院
千
葉
県
第
七
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お

　
　
　
け
る
当
選
人
に
つ
い
て

　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
三
日
執
行
の
衆
議
院
千
葉
県
第

七
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
当
選
人
に
つ
い
て
、

別
紙
の
と
お
り
総
務
大
臣
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
公

職
選
挙
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
。

（
別
紙
）

　
選
　
　
挙
　
　
期
　
　
日

当
　
選
　
年
　
月
　
日

当
選
告
示
年
月
日

当
選
証
書
付
与
年
月
日

全
候
補
者
の
得
票
総
数

法
　
定
　
得
　
票
　
数

平
成
十
八
年
四
月
二
十
三

日平
成
十
八
年
四
月
二
十
五

日平
成
十
八
年
四
月
二
十
五

日平
成
十
八
年
四
月
二
十
五

日

一
八
九
、
六
二
二
票

一二

黶A

Z
〇
一
二
・
六
六
六

票

住得当職

票選

所数人業

届
出
政
党
等
の
名
称

生
　
　
年
　
　
月
　
　
日

太
田
　
和
美

八
七
、
〇
四
六
票

千
葉
県
松
戸
市
西
馬
橋
蔵

元
町
五
四
番
地

政
党
役
員

民
主
党

昭
和
五
十
四
年
八
月
二
十

八
日

法
律
公
布
奏
上
及
び
通
知

　
四
月
二
十
五
日
次
の
法
律
の
公
布
を
奏
上
し
、
そ
の
旨

参
議
院
に
通
知
し
た
。

　
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

議
案
送
付

　
四
月
二
十
五
日
参
議
院
に
送
付
し
た
内
閣
提
出
案
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す

　
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
六
十
三
回

　
国
会
内
閣
提
出
、
本
院
継
続
審
査
）

　
刑
事
に
関
す
る
共
助
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と

　
の
間
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

　
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業

　
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

　
改
正
す
る
等
の
法
律
案

　
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ

　
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書

　
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案



公害診療報酬明細書（入院）

公害医療手帳の記号番号

氏

名 1男　　2女 1明　　2大　　3昭　　4平 年生

平成 年 月分

公害医療機関の

所在地及び名称

疾
病
名

（1）

i2）

i3）

診
療
開
始
日

（1）　年　　　月　　　日

i2）　年　　　月　　　日

i3）　年　　　月　　　日 転
帰

治ゆi死毒中止

@l　l@i　l　l　l　　i　l　　l　　l

診
療
実
日
数 日

（1点12円）点 （1点10円）点

⑪　初　　　　診 時間外・休日・深夜 回 碧窪昇ン．講琴

⑬医＿学一管」理
一、■ E舗。一勇衡籍・ヌ

⑭　在　　　宅
単｛一 、寧綾一

単｛、『
㌃　・　曙

⑪内　　　服
S屯　　　服
S外　　　用
A調　　　剤　　　　　　　　　　日
P麻　　　毒　　　　　　　　　　日

単｛、・ ・；，一　上
⑳
投
　
薬

　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　一

ﾔi楚琴．

⑳調 基

⑭
注
射

　　　　　　　　　　　　　　　回
�@　　剤

一己

ﾑi毛・．＝
@　＝■一癖一

　蓋iζ鯖・、潅二

⑭
処
置

　　　　　　　　　　　　　　　回
�@　　剤

戸＝ヘ　　ト垂＿」1」←

③
手
麻

術酔

　　　　　　　　　　　　　　　回
�@　　剤 痴苫帯欝響暴落

■
㊥
検
査

　　　　　　　　　　　　　　　回
�@　　剤 職毒i撫織辮

①
画
診
　
断

　　　　　　　　　　　　　　　回
tィルム等

1
1
酢
l
I
I
l
l
l
『
1
1
1
1
1
I
I
し
麟
1
1
1
I
I
I
l
l
－
I
I
l
l
I
l
I
l
I
I
l
l
l
酢
I
I
『
噛
1
1
麟
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

■
璽
の
他

　　　　　　　　　　　　　　　回
�@　　剤 麟麟麟鋒

入院年月日 年　　　月　　　日圭 鍵聯碁灘縫謙

病　　診

⑨
入
院

⑨入院基本料・加算
@　　　　　　　×　　　日β

@　　　　　　　×　　　日階

@　　　　　　　×　　　日階

@　　　　　　　×　　　日串

@　　　　　　　×　　　日階

靉靆i．鑛』一劃蕊楡融妻麟i

d纏錘茎｛一　■π『一一
@　　藻　　　　　■　　　ヨ

圏i、1－1τ雛一一

歯ﾚ　｝
y難一甥裏　一

@　　　　　上　一
公害入院療養指導料

@　　　　　　　　　　　　×　　　　日

@　　　　　　　　　　　　×　　　　日

清浄空気室管理料 日日一 姦峯

そ の　　　他

小　　　　　　　　　　　　　計
①　　　　　点 ②　　　　点

基準

ｫ
食
堂

Fi×　　　回

ei×　　　回

e×　　　目串

円
円
円

食
事 小　　　　　　　　　　　　　計

3 円

l
I
I
I
I
I
I
l
I
I
l
I
I
I
l
I
I
鼻
1
I
I
l
I
I
l
I
I
I
I
I
I
｛
I
I

④　12円×①
円

⑤　10円×②
円

合　　　　　　計
⑥　1．2×③

円

⑦　④＋⑤＋⑥
円

※　決　　　　　　　　　　定

円

様
式
第
二
号
（
一
）

備考1，

　　2．
第一種地域に係る被認定者の場合は、疾病名の欄のr（1）』をr（1）イ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ、

この用紙は、日本工業規格A列4番黒刷りとすること。
慢性気管支炎
ぜん急性気管支炎

ロ　気管支ぜん，自、

二　肺気しゅ　　」とすること。



公害診療報酬明細書（入院外） 平成

公害医療手帳の記号番号

氏

名 1男　　2女　　　1明　　2大　　3昭　　4平　　　年生

年 月分

公害医療機関の

所在地及び名称

／

疾
病
名

（1）

i2）

i3）

診
療
開
始
日

（1）　年　　　月　　　日

i2）　年　　　月　　　日

i3）　年　　　月　　　日 転
帰

治ゆ死亡1中止

禔
@
i
　
　
l
　
口

診
療
実
日
数 日

（1点15円）点 （1点10円）点

⑪　初　　　診　　時間外・休日・深夜 回 @　蝿二脅誤‘、き■i一

一：爆薬醸‘　－葬

邦舞端総懸鱗⑫
再
診

再　　　　　診　　　　　×　　　　回

O来管理加算　　　　　　×　　　　同

栫@　間　　外　　　　　×　　　　回
x　　　　　　日　　　　　×　　　　回

@　　　　夜　　　　　×　　　　回

一縷讐膨

一領≠

深
．ζ」鉾辱籍‘・薮農

r　　』言　　　　・『

⑬
羅

公害相談　　　　　　　　　　　　　回

�Q外来療養指導
@　の　　他　　　　　　　　　　　回

圭邑　」　，　　　■！～f、■㌔■

そ ＿一 ∠ｾ郭尋＝二、鱒、

．メ矯毒韮ヂ

�@ヨ @　　1；：論

往　　　　　診　　　　　　　　　　同

驕@　　　　間　　　　　　　　　　回

[夜・緊急　　　　　　　　　　　回
ﾝ宅患者訪問診療　　　　　　　　　回

ｻ　　の　　他

⑭
在
　
　
宅

述

　　生岩、
鼈黶

D一．．！、L．葦野f『

薬　　　　　剤
一い｝芝一f」一■・．－■一　’→

・■ ﾘ響謄■一｛・一τ

磨薪tヒ。き

熱縫富一∫一．．」ざ凝■

②内服〔翻　　×　溜⑳屯服　　　　　　　　　　　　単イ⑳外用〔翻　　×　回⑳処方　　　　　　　　×　　　　回⑰麻毒　　　　　　　　　　　　　回

単｛．戸’土　 D『

p響鱒戴
⑳
　
投
　
薬

，．片鱗書・

⑳調基
｝輪、藻蕎灘轡繋麟

撃辮1灘一・⑪皮下筋肉内　　　　　　　　　　回
K静　脈　内　　　　　　　　　　回
Mそ　の　他　　　　　　　　　　回

＠
注
　
射

｝♪ゼ　融　峠㍉

薬　　　剤 、・叢書li；轍
4　　　エ　　一

⑭
処
置

　　　　　　　　　　　　　　回
�@　　剤

一一 鰍k｝籍ゴ’、■ヤ　一』で尊■

@■　　　　　　一

I
l
I
I
l
I
I
I
I
l
I
l
I
l
咋
1
1
－
I
I
酢
I
l
I
I
｝
I
I
l
I
l
I
l
I
I
l
l
l
I
I
l
l
l
I
I
l
l
I
I
l
l
I
I
『
麟
I
I
I
暉
I
l
I
｝
1
1
1
1
1
1
1
’
1
1
騨
l
I
I
‘
1

一～一f■■一τ

Ai嚢擦騰曇藝戴蜷一
＠
手
麻
術
酔

　　　　　　　　　　　　　　回
�@　　剤 纂欝縣

㊥
検
査

　　　　　　　　　　　　　　回
�@　　剤

ヨ

滋一・ I華診一躍一虚’・⑭
画
診
　
断

　　　　　　　　　　　　　　回
tイルム等 熱，論難、麟

処方せん　　　　　　　　　　　回
＝　　，

監
⑧
そ
の
他

縁纏姦襲薙察

薬　　　剤
顎菩・．紺　　　く難二‡源■　一

小　　　　　　　　　　　　　計
①　　　　　点 ②　　　　　点

③　15円×① 円

合　　　　　　計 ④　10円×② 円

⑤　③＋④ 円

※　決　　　　　　　　　　定

円

1

様
式
第
二
号
（
二
）

備考1．この用紙は、日本工業規格A列4番黒刷りとすること。
　　2．第一種地域に係る被認定者の場合は、疾病名の欄の「（1）』を「（1）イ　慢性気管支炎　　　　ロ　気管支ぜん息
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　ぜん息性気管支炎　　二　肺気しゅ　　」とすること。



公害訪問看護報酬明細書 平成 年 月分

公害医療手帳の記号番号

氏
名 1男9女 1明　2大3昭4平　　年生

公害医療機関の

所在地及び名称

年　　月　　日 実日数
訪問開始

N月日

訪問終了
N　月　日
栫@　　刻

　　　　　　午前年　月　日　午後　時分

日

心
　
身
　
の
　
状
　
態

訪問終了

ﾌ状況
1軽快　　2施設　　3医療機関

S死亡　　5その他（　　　　）

死亡時刻
　　　　　　　　午前
N　　月　　目　　　　　時　　分
@　　　　　　　午後

指
示
期
間

指示期間
@　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

主治医の属する医療機関の名称

（特別指示期間）

@　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

主治医の氏名

⑩
基
　
本
　
療
　
養

⑪保健師、看護師、理学療法
@　士、作業療法士

@　　　　　円×　　　　日

@　　　　　円×　　　　日

K准看護師
@　　　　　円×　　　　日

@　　　　　円×　　　　日
L難病等複数回訪問加算
@　　　　　円×　　　　日
@　　　　　　　　　　　日

円
円
円
円
円
円
円

訪問日

@　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7

@　8　　9　　10　　11　　12　　13　　14
@　15　　16　　17　　18　　19　　20　　21
@　22　　23　　24　　25　26　　27　　28
@　29　　30　　　31

円×

⑭ 魚　　　　・

@　　円×　　　　日

主治医への直近報告年月日

@　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　日小　　　　　　計 ①　　　　　円 年

⑳
管
理
療
養

⑳管理療養費
@　　　　円＋　円×　　日

頼ﾇ理療養費の加算
@　　　　　　　　　　　円

@　　　　　　　　　　　円

提供した情報の概要

円
円
円

情報提供先の市（区）町村等の名称

小　　　　　　計 ②　　　　　円

＠情報提供療養

③　　　　　円 特記事項

⑩ターミナルケア療養

④　　　　　円

合　　計

⑤①＋②＋③＋④

円

⑥1．5×⑤

円

※　　決　　　　　　定

円

注意　※印の欄は、記入しないこと。

備考この用紙は、 日本工業規格A列4番黒刷りとすること。

様
式
第
六
号


